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平成 22 年 8 月 6 日付第三者割当増資に関する払込み経緯について判明した事実に関する

お知らせ 
 

当社は平成 22 年 8 月 6 日付「第三者割当により発行される株式の募集および主要株主の異動に

関するお知らせ」における「割当先の払込みに関する財産の存在について確認した内容」について

調査を行った結果、開示内容と異なる事実が判明いたしましたのでお知らせします。 
 

記 
 
1. 「割当先の払込みに関する財産の存在について確認した内容」について調査した経緯 

当社は、当社の主要株主である香港東盛禾投資集団有限公司（以下「香港東盛」という）により平

成 23 年 9 月 27 日及び 28 日付で提出された大量保有の変更報告書により、香港東盛の保有する株式

が、金銭消費貸借契約に伴う代物弁済により譲渡された旨を認識し、平成 23 年 9 月 28 日付で「第三

者割当株式の譲渡及び主要株主の異動に関するお知らせ」を開示しました。当該株式は、平成 22 年 8
月 24 日付で第三者割当により発行した株式であり、割当先である香港東盛より 2 年間は売却しない旨

の確約書を入手しておりましたため、当社は今回の譲渡の経緯について事実関係の確認を行ってまい

りました。平成 23 年 11 月 16 日付でその経過報告の開示を行い、それから社内での調査を一旦完了さ

せ、平成 24 年 2 月 20 日付で経過報告２を開示いたしました。その後、当社では法的手続きを検討す

る上で、第三者割当増資が行われた時点に遡って調査する必要が生じ、当時の香港東盛の代表者であ

り、現在当社の役員である王懐東（以下「王」という）へのヒヤリングを行った結果、平成 22 年 8 月

6 日付で開示いたしました「第三者割当により発行される株式の募集及び主要株主の異動に関するお知

らせ」の６（4）項「割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容」について、開示内容

と異なる事実が判明いたしました。 
 
２．今回の調査により判明した内容 

平成 22 年 8 月 6 日付開示文章におきましては、「今回の当社新株引受に必用な資金は、王懐東が香

港東盛へ全額貸付する事により拠出いたします」と記載されており、当該資金の存在については、王

と香港東盛との間の借款証明、香港上海銀行のインターネット上の送金完了画面の写し、香港東盛の

預金残高等で確認している旨記載されております。王によると自己資金とこれら証票の存在に間違い

はないものの、実際の増資払込みの資金は、上記の自己資金とは別のものが使われていたとのことで

した。そしてそれが王以外の者により、香港東盛の把握していない銀行口座から、当社に払込まれた

ことが判明いたしました。現時点の調査では、当社に払込まれた資金の詳細については、確認するこ

とができておりません。しかしながら当社では、王へのヒヤリングの結果を前提とすると、増資引受

株式については香港東盛に実質的所有権があると解することが可能であるとの、当社顧問弁護士の見

解を頂いております。 



３．当社としての今後の対応 
上記資金の詳細については、その全容がまだ確認できていないことから、現時点ではその詳細開示

が困難な状態にあります。 
しかしながら、当社は増資払込みの資金が王の自己資金ではなく、それも王以外の者により香港東盛

の把握していない銀行口座から、当社に振り込まれたという事実を重視しております。そこで増資払

込時のより詳しい状況や何故この様な事態が起こったのか等を調べるため、今後も主に関係者へのヒ

ヤリングを通じた社内調査等を継続してまいります。そして、その調査の過程の中で解明されました

事実を速やかに開示してまいります。 
以 上 


